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教育公務員特例法第22条の５の規定に基づく研修履歴の記録の作成は、同法第22条の６の規定
に基づく資質の向上に関する指導助言等の際に当該記録を活用することにより、教師が自らの学
びを振り返るとともに、学校管理職等が研修の奨励を含む適切な指導助言を行うことにより、効
果的かつ主体的な資質向上・能力開発に資するために実施する。
また、同法第22条の６第２項の規定に基づく資質の向上に関する指導助言等は、同法第22条の

５の規定に基づく研修履歴の記録を活用し、教師と管理職等が対話を行う中で、教師自らの研修
ニーズ、自分の強みや弱み、今後伸ばすべき力や学校で果たすべき役割などを踏まえ、当該教諭
の意向を十分くみとりながら、必要な学びを主体的に行うために実施する。

令和５年度 埼玉県教員研修計画 埼玉県教育委員会

次代を担う子供たち一人一人を認め、鍛え、育むためには、個々の教員が教育に対する情熱と
使命感を持ち、学び続ける教員としての在り方を自覚しながら、個性を生かし、能力を発揮する
必要がある。そのために教員同士が学び合い、高め合い、学び続ける目的意識を持ち、ステージ
アップ及び資質の向上を図ることができるよう本研修計画を策定する。

教員等が「埼玉県 校長及び教員としての資質向上に関する指標」を踏まえて、資質の向上・
積み上げを図ることができるよう、年次経験者研修、特定研修、専門研修等を実施する。これら
の研修に加えて、学校におけるＯＪＴをとおして、教員等一人一人のステージアップを図り、優
れた指導力と使命感を兼ね備えた教員等の着実な育成を行う。

○常に自己研鑽に努め、主体的・自律的に学ぶ
○教育公務員としての使命を自覚し、高い倫理観と生徒等への教育的愛情を持つ
○豊かな人間性、コミュニケーション力、人権意識、幅広い教養や視野を持ち、家庭や地域など
誰とでも協働する

（２）特定研修（特定の職務等により受講する研修）
学校や地域の教育活動の推進に必要な特定の任務遂行に関する専門的な知識の習得及び技能の

向上を図るとともに、喫緊の教育課題の解決に資する。
●幼児理解研修会 ●小学校理科指導力向上研修会 ●高等学校実習教員（理科）研修会 ●外国語活動・外国語指導者研修会
●道徳教育推進者養成研修会 ●中学校技術・家庭科（技術分野）指導者養成研修会 ●中期研修会
●生徒指導・教育相談上級研修会 ●通級指導教室新担当教員研修会 ●特別支援学校新担当教員研修会
●特別支援学級新担当教員研修会（本採用者対象） ●特別支援教育コーディネーター研修会
●多様な生徒に寄り添う・支えるコーディネーター研修会（高校基礎・高校実践）
●特別支援学級新担当教員育成研修会（臨時的任用者対象）●高等学校農業科新任教員等実技研修
●活かすぞ！学校ファーム研修会

（４）管理職研修（管理職が受講する研修）
校長・教頭等に、管理職として必要な総合的なマネジメント能力やリーダーシップを身に付け

させ、資質の向上を図る。
●校長・教頭・主幹教諭等研修 ●管理職候補者研修 ●校長候補者研修 ●教頭候補者研修 等

（３）専門研修（希望して受講する研修）
各教科等における指導力の向上を目指し、基本的事項から専門的事項までの幅広い知識の習得

及び技能の向上を図る。
●各教科等分野 ●特別支援教育分野 ●環境教育分野 ●教育の情報化分野 ●生涯学習分野 ●環境・生物分野
●マネジメント分野 ●生徒指導・教育相談分野 ●管理職関係分野

（１）連携協力
大学・研究機関と、教員の資質の向上及び教育上の諸課題の対応のため連携協力して実践的な

研究・研修を行い、その成果を生かして埼玉県の教育の充実・発展を図る。

（２）その他
○研修の実施にあたっては、研修会の振り返り等を実施し、内容の改善に役立てる。
○効率的な研修が実施されるよう、実施時期、方法、内容等の検討を常に行う。

（１）年次経験者研修（経験年数に応じて受講する研修）
教員等一人一人のキャリアステージに応じ、全ての教員等の専門職として必要な知識の習得及

び技能の向上を図る。
●（初年度）初任者研修 新規採用教員研修 ●（２年目）ステップ・アップ研修【小中学校】
●（３年目）ジャンプ・アップ研修【小中学校】
●（５年目）５年経験者研修 ●（10年目）中堅教諭等資質向上研修 ●（20年目）２０年経験者研修

※各研修の実施方法、実施施設等については、各研修の実施要項等を参照

変化の激しい時代において、これからの教員は、学校を取り巻く環境の変化を前向きに受け止
め、主体性を発揮しながら、個別最適な学び、協働的な学びにより、教職生涯を通じて「学び続
ける」姿勢が求められる。教員免許更新制が発展的解消されたことを受け、管理職との対話によ
る受講奨励に基づき、自身のキャリアにおいて必要と考えられる内容について、主体的に研修受
講をしていくことが肝要である。

【教諭に求められる資質能力】

（５）要請研修（要請に応じて指導主事を派遣する研修）
市町村教育委員会や学校等が主催する研修会に、テーマに応じて総合教育センターの指導主事

等を指導者として派遣する。
＜研修テーマ例＞
●学校組織マネジメント概要 ●多文化共生・日本語指導 ●情報モラル・情報セキュリティ ●校務の情報化
●各教科における学力向上等 ●ICTを活用した授業改善 ●若手教員授業力向上等 ●小学校外国語・外国語活動
●体力向上・体育科経営 ●道徳教育 ●コンクール審査・指導講評 ●新学習指導要領に基づく学習評価等
●総合的な探究の時間成果発表会における指導講評 ●校内授業研究会・研究授業における指導講評
●「主体的・対話的で深い学び」への授業改善 ●教科横断的な学び ●カリキュラム・マネジメント 等

６ 研修の推進に係る事項

５ 研修体系

４ 研修履歴の記録及び資質の向上に関する指導助言等

３ 埼玉県校長及び教員としての資質向上に関する指標

２ 埼玉県の教員として持ち続けてほしい素養

１ 基本方針

【管理職（校長等）に求められる資質能力】
※
養
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教 諭 採用前 第１ステージ 第２ステージ 第３ステージ 第４ステージ

記
号

キャリア
ステージ

教員に求められる基
本的な知識を学ぶとと
もに、自ら課題を発見
して解決する姿勢を身
に付ける 。

教員として必要な基本的事項につい
て幅広く学び 、 管理職や他の教職員
から学びながら、基盤となる力を身に
付ける。

自身の経験を基に、学習指導や生
徒指導等の専門性をさらに高め、チー
ムの一員として実践的指導力を高める。

校務分掌等において、学校の中核
的な存在としての自覚を持ち、チーム
としての学校への貢献度を高める。

これまでの教育実践を振り返り、
自らの知識や技能を発展させ後進を
育成し、多面的・多角的な視野を持
ち、組織的な学校運営を推進する。

★

A
学 校
運 営

本県の教育振興基本計
画等や国の答申等を踏
まえた教育、学校及び教
職の意義や社会的役割・
服務等を理解するととも
に、国内外の変化に合わ
せて常に学び続ける姿勢
がある。
学校組織の一員として、
他者と協働して教育活動
に取り組むために必要な
社会的スキルを身に付
ける。

【学校組織マネジメント】
学年、校務分掌、委員会等について、担当業務
の責任を自覚し、管理職や同僚への報告・連絡・
相談を行いながら、自己の役割を適切に果たす。

【学校安全】
マニュアルを踏まえて危険を予測し、事故発生
時には適切に行動する。

【外部連携】
学校組織の一員として、自らの役割を認識し、家
庭・地域等との連携の意義を理解し、適切に連
携・協力する。

【学校組織マネジメント】
学校組織マネジメントの意義を理解した上で、学
年、校務分掌、委員会等の諸会議等において、学
校全体の運営を意識しながら、改善に向けた提案
を行う等、意欲的に取り組む。

【学校安全】
危機管理の知識や視点で、学校事故防止等の
効果的な事前指導や環境整備に努め、事故発生
時には適切に行動する。

【外部連携】
学校の強み、弱みを理解し、家庭・地域等との連
携を組織的観点から検討するとともに、効果的な
教育資源を見つけ出して連携する。

【学校組織マネジメント】
学校組織マネジメントの意義を理解した上で、各
組織が有機的に機能を果たせるよう、学年、校務
分掌、委員会等の諸会議等において、合意形成を
図りながら円滑に運営する。

【学校安全】
危機管理の知識や視点から、教育活動全般を
振り返り課題に気づくとともに、他の教職員と連携
しマニュアル等の見直しにも積極的に関わる。

【外部連携】
的確に学校課題を解決するために、家庭・地域
等との連携を深め、連携計画に基づき、計画の実
行に取り組む。

【学校組織マネジメント】
学校組織マネジメントの意義を理解した上で、学
校運営の課題を踏まえながら、他の教職員に対し
て積極的に支援・助言を行い、学校の課題を主体
的に解決しようとする。

【学校安全】
危機管理の知識や視点を備え、経験に基づく豊
富な知識を持ち、安心で安全な教育活動を学校組
織全体で計画的に実践する。

【外部連携】
学校間の連携について幅広い視点で企画・実践
することができ、家庭・地域等の持つ教育力を活
用する等、外部との連携を深める。

B
学 習
指 導

教科に関連した学問的
知識や専門的技術を磨き、
教育要領・学習指導要領
の目標を理解し、指導に
生かすことができる。
「主体的・対話的で深い
学び」の重要性を理解し、
授業等の目標と指導の展
開を踏まえた学習指導案
等を作成することができる。

【指導計画・カリキュラムマネジメント】
学習指導要領に基づき、教科等の目標を達成す
るため、地域、生徒等の実態を踏まえ、指導計画
を検討・作成する。

【「主体的・対話的で深い学び」の実現】
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、
生徒等の実態を踏まえ、場面に応じた効果的な方
法を用いて授業を行う。

【学習評価・授業改善】
評価規準や評価方法に基づき、生徒等一人一
人の学習状況の把握や、適切なフィードバックを
行い、内容の確実な定着を図るとともに、自らの
教育実践を振り返り、授業改善を行う。

【指導計画、カリキュラム・マネジメント】
学習指導要領、教材、指導方法、評価等につい
て理解を深め、学校の実践や生徒等の発達の段
階等を踏まえて指導計画を作成する。

【「主体的・対話的で深い学び」の実現】
教科等の指導に関する専門性をより高めるとと
もに、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け
た授業改善・授業実践を行う。

【学習評価・授業改善】
「指導と評価の一体化」の観点から、多様な評価
方法を用いて生徒等の学びの深まりを把握し、学
習状況の的確な評価を行うとともに、他の教職員
と協働した授業研究等も踏まえ、自らの教育実践
を振り返り、適切な授業改善を行う。

【指導計画、カリキュラム・マネジメント】
生徒等の発達の段階等を踏まえ、カリキュラム・
マネジメントの視点による指導計画の作成を、教
科等の中心となって行う。

【「主体的・対話的で深い学び」の実現】
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた実
践を行い、「個別最適な学び」と「協働的な学び」
の一体的な充実による、学習者中心の授業を行う。

【学習評価・授業改善】
「指導と評価の一体化」の実践を踏まえ、評価規
準や評価方法等について中心となって研究を深
めるとともに、他の教職員の授業を積極的に参観
し、研究協議等で課題の明確化や分析により授業
改善を推進する。

【指導計画、カリキュラム・マネジメント】
カリキュラム・マネジメントの意義を理解し、経験
や実践及び専門的な知識を基に、教職員が共通
理解できるよう指導・助言を行う。

【「主体的・対話的で深い学び」の実現】
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた実
践を行い、「個別最適な学び」と「協働的な学び」
の一体的な充実に向けて、日々学習者中心の授
業を創造し、効果的な指導方法を校内外に広める。

【学習評価・授業改善】
学習評価についての幅広い知識を持ち、評価方
法の見直しや改善に関する研修会等を企画・実施
するとともに、授業改善に向けた組織的な取組や
研究が活発になるように働きかける。

C
生 徒
指 導

生徒等一人一人の実態
把握の必要性を理解し、
個性を認める姿勢を培う
とともに、その置かれてい
る背景について理解を深
め、適切な指導法を身に
付ける。
発達の段階における集
団の特性及び学級経営に
関する基本的な知識を身
に付ける 。

【学級経営】
学級経営の意義や生徒等の心身の発達の過程

や特徴を理解し、生徒等一人一人の人格を重んじ
ながら計画的に学級経営を行う。

【教育相談】
生徒等の理解に努めながら、教育相談の基本的
な技法を習得し、生徒等との信頼関係を築く。

【生徒等の問題行動への対応】
生徒等理解のための基本的な知識を基に、校内
組織での助言を得ながら、問題行動の事実を把
握し、早期発見・早期対応する。

【キャリア教育】
キャリア教育や進路指導の意義を理解し、生徒
等が自分らしい生き方を実現するための力を育成
する。

【学級経営】
学級内で望ましい人間関係を育むことで互いに

支え合い、それぞれの可能性や活躍の場を引き
出す学級経営を行う。

【教育相談】
教育相談の意義や理論を理解し、基本的な技法
を活用し、公平かつ受容的・共感的な態度で生徒
等と関わり、より深い信頼関係を築く。

【生徒等の問題行動への対応】
生徒等の状況を把握し、様々な問題行動に対し
てその背景や原因も考慮しながら、他の教職員と
共通理解を図り、連携して適切に指導・支援する。

【キャリア教育】
キャリア教育や進路指導の知識を生かし、学校
の教育活動全体を通じて、生徒等が自分らしい生
き方を実現するための力を育成する。

【学級経営】
他の教職員とともに学級、学年等で、生徒等一

人一人の自立を促し、相互に認め合い、高め合う
学級経営等について指導・助言を行う。

【教育相談】
教育相談に係る校内委員会や関係機関等と連

携しながら、生徒等の理解に基づいた関わり方に
ついて、校内で積極的に指導・助言を行う。

【生徒等の問題行動への対応】
組織的観点を持ち、生徒等の問題行動の背景

や原因を多面的にとらえ、適切に解決するため学
年等で共通理解を深めながら、取組を実践する。

【キャリア教育】
地域・社会や産業界と連携し、学校の教育活動

全体でキャリア教育や進路指導を推進する。

【学級経営】
時代や生徒等の変化に柔軟に対応しながら学

級・学年経営を行うとともに、生徒等の成長を促す
観点から、学校全体の状況を把握、課題を発見し
て、改善する。

【教育相談】
質の高い教育相談を推進するため、より深い生

徒等との関わり方について、学校全体で教職員の
意識を高め、後進を育成する。

【生徒等の問題行動への対応】
生徒等の問題行動に関する多様な事例や関係

機関との連携についての知識を持ち、校内組織で
の共通理解を深めながら、学校全体としての生徒
指導力を高める。

【キャリア教育】
地域・社会や産業界と連携し、学校や地域の教

育活動全体でキャリア教育や進路指導を推進し、
後進を育成する。

D
特別な配慮
や支援を必
要とする生徒
等への対応

特別な配慮や支援を必
要とする生徒等の特性等
を理解し、組織的に対応
するために必要となる知
識や学習上・生活上の支
援方法を身に付ける。

【多様なニーズへの対応】
特別な配慮や支援を必要とする生徒等に関

する基本的な知識や考え方を身に付け、その
特性や教育的ニーズを踏まえ、一人一人に応じた
支援を行う。
ユニバーサルデザインの視点を意識した環境づ
くりを行う。

【多様なニーズへの対応】
特別な配慮や支援を必要とする生徒等の特

性に応じた理解を深めるとともに、多様性を認め
共に成長する集団づくりに他の教職員と協働して
取り組む。
教科・学年等と連携し、効果的な指導法の情報
発信を行い、校内で共有・活用する。

【多様なニーズへの対応】
特別な配慮や支援を必要とする生徒等の課題
を把握し、学年等において機能的な組織づくりを
推進する。
生徒等の自立を支える校内体制づくりを行い、
外部機関との連携を適切に行う。

【多様なニーズへの対応】
外部機関との連携を図り、学校全体として、特別
な配慮や支援を必要とする生徒等個々の実態に
応じた適切な指導・支援体制構築の中核となる。
学校全体でインクルーシブ教育システムに取り
組むことの意義について、教職員相互の共通理解
を深める。

E
ＩＣＴや情報・
教育データ
の 利 活 用

教育活動におけるＩＣＴ
機器の基本的な活用方法
を理解する。

【ＩＣＴ活用】
教科指導、学級指導、校務分掌等の教育活動に
おいて、ICTの具体的な活用方法及び特性を把握
し、ICT機器を活用する。

【ＩＣＴ活用】
教科指導、学級指導、校務分掌等の教育活動に
おいて、ICTが効果的に活用できる場面を把握し、
得られた情報を適切かつ効果的に活用する。

【ＩＣＴ活用】
教科指導、学級指導、校務分掌等の教育活動に
おいて、生徒等にＩＣＴ機器を適切に活用させるこ
とができ、また、学校の中心となり活用を推進する。

【ＩＣＴ活用】
学校経営等様々なICT活用を推進するための具
体的な手法を把握し、ＩＣＴ活用における後進の育
成のために、様々な取組を行う中核となる。

基盤形成・ 協力期 充実・推進期 深化・中核期 発展・後進育成期養成期

校長（管理職）
校長は、生徒等の豊かな学びを充実させるため、
学び続ける教職員を育成する等、教育課題に対し
て適切に対処するための学校組織を構築する。

副校長・教頭は、校長の補佐役として、これまで
の豊富な経験を生かして教職員への指導・支援を
行う等、広い視野で学校経営に資する専門性を発
揮する。

学校
経営

【学校経営方針や重点目標の策定・周知】
学校の実態や課題を踏まえ、教職員の共
通理解を深めながら、学校経営方針や重点
目標を策定し、学校内外に周知する。

【学校組織マネジメントの推進】
国や県及び市町村の教育施策・制度を理解
するとともに、教職員がチームとして連携し協
働する理念のもとで、学校運営への参画意識
を高め、学校組織全体の改善に取り組む。

【危機管理】
生徒等の心身の安心・安全を確保するため、
学校安全を優先し、日頃から教職員の危機
管理意識を高め、学校において生じる様々な
傷病・事故を未然に防止する体制を構築する。

人材
育成

【教職員への指導】
積極的に職場内に意思疎通の機会を設け、
服務規律の徹底について指導・管理するとと
もに、職責を自覚し、絶えず自己研鑽に励み、
教職員に模範を示す。

【多様な人材を生かすマネジメント】
教職員の自発性、創造性、専門性が発揮さ
れるよう、学校課題等に関する意見交換を通
じて、教職員相互のよりよいコミュニケーショ
ンづくりを進め、教職員の多様な適性等を生
かした学校文化を醸成する。

【学び続ける教職員の育成】
多様なキャリアパスの在り方を踏まえ、校
内研修、授業研究等の日常的な学びを充実
させるとともに、教職員個々のキャリアステー
ジに応じた研修受講を奨励し、自律的な成長
をサポートする。

教育
実践
・
ｶﾘｷ
ｭﾗﾑ
開発

【カリキュラム・マネジメント】
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向
けた取組を推進するため、地域等と連携し、
創意を生かした教育課程を編成・管理する。

【情報化・デジタル化への対応】
ICTを活用しながら、学校における様々な
データを収集・整理・分析し、校務のデジタル
化を推進する。

【生徒等の指導・支援体制の構築】
生徒等の自己実現を支援するため、生徒等
の実情に基づいた生徒指導を推進するととも
に、生徒等一人一人の多様なニーズに適切
かつ組織的に対応する組織体制を構築する。

外部
連携

【開かれた学校づくり】
積極的に学校の魅力情報を発信し、家庭・
地域等に説明責任を果たすとともに、学校評
価懇話会等において、生徒、保護者、地域と
の意見交換を丁寧に行い、教育活動に対す
る理解を深め、信頼関係を構築し、連携・協
働する。

【先進的な教育実践の収集・活用】
交渉力を発揮し、学校外部との多様な学び
のネットワークを開拓・充実するとともに、自校
の課題に応じて、他校等の先進的な教育実践
等を収集・整理・分析し、学校運営に生かす。

埼玉県 校長及び教員としての資質向上に関する指標

● 常に自己研鑽に努め、
主体的・自律的に学ぶ

● 教育公務員としての使命を自覚し、
高い倫理観と児童生徒への教育的愛情を持つ

● 豊かな人間性、コミュニケーション力、人権意識、幅広い教養や視野を
持ち、家庭や地域など誰とでも協働する

埼玉県の校長及び
教員として持ち続
け てほ し い素養

＊「生徒等」とは幼児、児童、生徒のこと
を指します。また、「校長」には園長、「副
校長」には副園長を含みます。
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校 長 （ 管 理 職 ）
校長は、生徒等の豊かな学びを充実させるため、学び続け
る教職員を育成する等、教育課題に対して適切に対処するた
めの学校組織を構築する。

副校長・教頭は、校長の補佐役として、これまでの豊富な経
験を生かして教職員への指導・支援を行う等、広い視野で学
校経営に資する専門性を発揮する。

学校
経営

【学校経営方針や重点目標の策定・周知】
学校の実態や課題を踏まえ、教職員の
共通理解を深めながら、学校経営方針や
重点目標を策定し、学校内外に周知する。

【学校組織マネジメントの推進】
国や県及び市町村の教育施策・制度を
理解するとともに、教職員がチームとして
連携し協働する理念のもとで、学校運営
への参画意識を高め、学校組織全体の改
善に取り組む。

【危機管理】
生徒等の心身の安心・安全を確保する
ため、学校安全を優先し、日頃から教職員
の危機管理意識を高め、学校において生
じる様々な傷病・事故を未然に防止する体
制を構築する。

人材
育成

【教職員への指導】
積極的に職場内に意思疎通の機会を設
け、服務規律の徹底について指導・管理
するとともに、職責を自覚し、絶えず自己
研鑽に励み、教職員に模範を示す。

【多様な人材を生かすマネジメント】
教職員の自発性、創造性、専門性が発
揮されるよう、学校課題等に関する意見交
換を通じて、教職員相互のよりよいコミュ
ニケーションづくりを進め。教職員の多様
な適性等を生かした学校文化を醸成する。

【学び続ける教職員の育成】
多様なキャリアパスの在り方を踏まえ、
校内研修、授業研究等の日常的な学びを
充実させるとともに、教職員個々のキャリ
アステージに応じた研修受講を奨励し、自
律的な成長をサポートする。

教育
実践
・
ｶﾘｷ
ｭﾗﾑ
開発

【カリキュラム・マネジメント】
「主体的・対話的で深い学び」を推進する
ため、地域等と連携し、創意を生かした教
育課程を編成・管理する。

【情報化・デジタル化への対応】
ICTを活用しながら、学校における様々
なデータを収集・整理・分析し、校務のデ
ジタル化を推進する。

【生徒等の指導・支援体制の構築】
生徒等の自己実現を支援するため、生
徒等の実情に基づいた生徒指導を推進す
るとともに、生徒等一人一人の多様なニー
ズに適切かつ組織的に対応する組織体制
を構築する。

外部
連携

【開かれた学校づくり】
積極的に学校の魅力情報を発信し、家
庭・地域等に説明責任を果たすとともに、
学校評価懇話会等において、生徒、保護
者、地域との意見交換を丁寧に行い、教
育活動に対する理解を深め、信頼関係を
構築し、連携・協働する。

【先進的な教育実践の収集・活用】
交渉力を発揮し、学校外部との多様な学
びのネットワークを開拓・充実するとともに、
自校の課題に応じて、他校等の先進的な
教育実践等を収集・整理・分析し、学校運
営に生かす。

記
号

キャリア
ステージ

教員に求められる基本的
な知識を学ぶとともに、自
ら課題を発見して解決する
姿勢を身に付ける 。

教員として必要な基本的事項について幅広
く学び 、 管理職や他の教職員から学びなが
ら、基盤となる力を身に付ける。

自身の経験を基に、学習指導や生徒指導等
の専門性をさらに高め、チームの一員として実
践的指導力を高める。

校務分掌等において、学校の中核的な
存在としての自覚を持ち、チームとしての
学校への貢献度を高める。

これまでの教育実践を振り返り、自ら
の知識や技能を発展させ後進を育成し、
多面的・多角的な視野を持ち、組織的な
学校運営を推進する。

★
埼玉県の校長及び
教員として持ち続け
て ほ し い 素 養

A
学 校
運 営

本県の教育振興基本計画等
や国の答申等を踏まえた教育、
学校及び教職の意義や社会的
役割・服務等を理解するととも
に、国内外の変化に合わせて
常に学び続ける姿勢がある。
学校組織の一員として、他者
と協働して教育活動に取り組
むために必要な社会的スキル
を身に付ける。

【学校組織マネジメント】
学年、校務分掌、委員会等について、担当業務の
責任を自覚し、管理職や同僚への報告・連絡・相談
を行いながら、自己の役割を適切に果たす。

【学校安全】
マニュアルを踏まえて危険を予測し、事故発生時
には適切に行動する。

【外部連携】
学校組織の一員として、自らの役割を認識し、家
庭・地域等との連携の意義を理解し、適切に連携・
協力する。

【学校組織マネジメント】
学校組織マネジメントの意義を理解した上で、学
年、校務分掌、委員会等の諸会議等において、学
校全体の運営を意識しながら、改善に向けた提案
を行う等、意欲的に取り組む。

【学校安全】
危機管理の知識や視点で、学校事故防止等の
効果的な事前指導や環境整備に努め、事故発生
時には適切に行動する。

【外部連携】
学校の強み、弱みを理解し、家庭・地域等との連
携を組織的観点から検討するとともに、効果的な
教育資源を見付け出して連携する。

【学校組織マネジメント】
学校組織マネジメントの意義を理解した上で、各組
織が有機的に機能を果たせるよう、学年、校務分掌、
委員会等の組織において、諸会議等での合意形成
を図りながら円滑に運営する。

【学校安全】
危機管理の知識や視点から、教育活動全般を振り
返り課題に気づくとともに、他の教職員と連携しマ
ニュアル等の見直しにも積極的に関わる。

【外部連携】
的確に学校課題を解決するために、家庭・地域等
との連携を深め、連携計画に基づき、計画の実行に
取り組む。

【学校組織マネジメント】
学校組織マネジメントの意義を理解した上で、
学校運営の課題を踏まえながら、他の教職員に
対して積極的に支援・助言を行い、学校の課題を
主体的に解決しようとする。

【学校安全】
危機管理の知識や視点を備え、経験に基づく豊
富な知識を持ち、安心で安全な教育活動を学校
組織全体で計画的に実践する。

【外部連携】
学校間の連携について幅広い視点で企画・実
践することができ、家庭・地域等の持つ教育力を
活用する等、外部との連携を深める。

B

専

門

性

を

生

か

し

た

職

務

Ⅰ

保健管理

生徒等の実態把握と、適切
な保健管理の必要性を理解
する。

健康診断、救急処置、疾病予防等の保健管理か
ら自校の健康実態を把握し、適切に対応する。
保健室が学校保健活動のセンター的役割を担え
るよう、日常の保健管理体制を整備し、実践する。

校内において、指導的立場を果たすとともに、把
握した健康課題の解決に向けて、組織的に対応
する。

学校における救急体制、心のケアの支援体制など、
危機管理体制について整備するとともに機能するよ
うに働き掛け、学校運営を視野に入れた改善策等を
提案する。

保健管理の分野において、最新の知識・技術を
取り入れながら、学校内や地域等で養護実践を
行い広めるとともに、後進を育成する。

Ⅱ

保健教育

専門性を生かした養護教諭
の役割を理解し、保健教育に
関わろうとする姿勢がある。
「主体的・対話的で深い学び」
の重要性を理解する。

学校の実態にあった計画の必要性を理解した上
で、学級担任等と連携し、養護教諭の専門性を生
かした保健教育を実践する。
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、生
徒等の実態に応じた保健教育を計画的に実践する。

教育要領・学習指導要領を理解し、生徒等の実
態に応じた保健教育を計画、実践、評価、改善し、
効果的に推進する。

集団指導と個別指導、保健管理や健康相談等につ
いて、相互の関係性を明確にし、生徒等の発達の段
階等を踏まえ、カリキュラム・マネジメントの視点を取
り入れた保健教育を推進する。
課題に対して具体的な改善策を提案する。

保健教育の分野において、最新の知識・技術を
取り入れながら、学校内や地域等で養護実践を
行い広めるとともに、後進を育成する。

学校保健安全法による健康
相談・保健指導の位置づけ及
び内容を理解する。
養護教諭の専門性や保健室の機
能を生かし、発達の段階に応じた健
康課題への対応方法を身に付ける。

健康相談・保健指導の基本的なプロセスを理解し、
生徒等の発達の段階や現代的な健康課題の関連
を踏まえた健康相談・保健指導を実践する。

個々の健康課題に関して校内の中心となり、教
職員やスクールカウンセラー・スクールソーシャル
ワーカー等の専門家（専門機関）と連携し、それら
の役割を生かした組織体制づくりを行う。

健康課題解決に向けて、コーディネーターの役割
を担い、学校内外の関係者と連携を図る。また、必
要に応じて個別の保健指導につなぎ実践を深め広
げる。

健康相談・保健指導の分野において、最新の知
識・技術を取り入れながら、学校内や地域等で養
護実践を行い広めるとともに、後進を育成する。

Ⅳ
保健組織活動

保健組織活動の意義と学校・
家庭・地域等の協力体制の重
要性を理解する。

家庭・地域等と連携し、保健組織活動を推進する。
学校と地域等の実態を適切に分析し、学校教育
目標を意識した保健組織活動を推進する。

学校運営の課題を踏まえながら、家庭・地域等と
ネットワーク体制を構築し、保健組織活動を運営する。

保健組織活動の分野において、最新の知識・技
術を取り入れながら、学校内や地域等で養護実
践を行い広めるとともに、後進を育成する。

Ⅴ

保健室経営

養護教諭の職務及び役割を
理解し、計画的・組織的な保健
室経営に取り組む姿勢がある。
学校保健活動のセンター的機能を
果たす保健室の役割を理解する。

学校教育目標を理解し、生徒等の心身の健康に
関する実態を把握する。
保健室経営の方針を明示し、保健室経営計画を
立て、その具現化に向けて実践する。

保健室経営計画を基に、保健管理、保健教育、
健康相談、保健組織活動等について実践し、その
過程や結果を評価し、改善を図る。
学校教育目標の実現に向けて、保健室経営を工
夫して実践する。

保健室経営の視点から、学校教育目標実現のた
めの具体的な方策を提案する。

保健室経営の視点から、学校教育目標達成の
ために、組織的な対応力を高めるよう、最新の知
識・技術を取り入れながら、学校内や地域等で養
護実践を行い広めるとともに、後進を育成する。

Ⅵ
学校保健活
動に関する
連携・調整

学校保健活動のコーディネー
ターの役割を理解し、家庭・地域
等の連携に取り組む姿勢がある。
学校保健に関わる人々の役
割を理解する。

学校保健に関する今日的な意義を理解し、積極
的に教職員や家庭に周知を図る。
学校保健の課題を適切に把握し、課題に応じた
連携先を適切に選択し、コーディネートする。

効果的な連携・調整の方法を関係者に提案する
など学校保健活動のマネジメントを行う。

学校運営を意識し、学校保健活動に関してチーム
体制を構築し、必要な人材の確保や役割を分担する。
地域の健康課題を視野に入れたネットワーク体制
を構築する。

養護教諭の専門性に基づいた連携・調整につ
いて、最新の知識・技術を取り入れながら、学校
内や地域等で養護実践を行い広めるとともに、後
進を育成する。

C
生 徒
指 導

生徒等一人一人の実態把握
の必要性を理解し、個性を認
める姿勢を培うとともに、その
置かれている背景について理
解を深め、適切な指導法を身
に付ける。
発達の段階における集団の
特性及び学級経営に関する基
本的な知識を身に付ける 。

【教育相談】
生徒等の理解に努めながら、教育相談の基本的
な技法を習得し、生徒等との信頼関係を築く。

【生徒等の問題行動への対応】
生徒等理解のための基本的な知識を基に、校内
組織での助言を得ながら、問題行動の事実を把握
し、早期発見・早期対応する。

【キャリア教育】
キャリア教育や進路指導の意義を理解し、生徒
等が自分らしい生き方を実現するための力を育成
する。

【教育相談】
教育相談の意義や理論を理解し、基本的な技法
を活用し、公平かつ受容的・共感的な態度で生徒
等と関わり、より深い信頼関係を築く。

【生徒等の問題行動への対応】
生徒等の状況を把握し、様々な問題行動に対し
てその背景や原因も考慮しながら、他の教職員と
共通理解を図り、連携して適切に指導・支援する。

【キャリア教育】
キャリア教育や進路指導の知識を生かし、学校
の教育活動全体を通じて、生徒等が自分らしい生
き方を実現するための力を育成する。

【教育相談】
教育相談に係る校内委員会や関係機関等と連携

しながら、生徒等の理解に基づいた関わり方につい
て、校内で積極的に指導・助言を行う。

【生徒等の問題行動への対応】
組織的観点を持ち、生徒等の問題行動の背景や

原因を多面的にとらえ、適切に解決するため学年等
で共通理解を深めながら、取組を実践する。

【キャリア教育】
地域・社会や産業界と連携し、学校の教育活動全

体でキャリア教育や進路指導を推進する。

【教育相談】
質の高い教育相談を推進するため、より深い生

徒等との関わり方について、学校全体で教職員
の意識を高め、後進を育成する。

【生徒等の問題行動への対応】
生徒等の問題行動に関する多様な事例や関係

機関との連携についての知識を持ち、校内組織
での共通理解を深めながら、学校全体としての生
徒指導力を高める。

【キャリア教育】
地域・社会や産業界と連携し、学校や地域の教

育活動全体でキャリア教育や進路指導を推進し、
後進を育成する。

D
特別な配慮
や支援を必
要とする生徒
等への対応

特別な配慮や支援を必要と
する生徒等の特性等を理解し、
組織的に対応するために必要
となる知識や学習上・生活上
の支援方法を身に付ける。

【多様なニーズへの対応】
特別な配慮や支援を必要とする生徒等に関す

る基本的な知識や考え方を身に付け、その特性
や教育的ニーズを踏まえ、一人一人に応じた支援
を行う。
ユニバーサルデザインの視点を意識した環境づく
りを行う。

【多様なニーズへの対応】
特別な配慮や支援を必要とする生徒等の特性

に応じた理解を深めるとともに、多様性を認め共に
成長する集団づくりに他の教職員と協働して取り
組む。
教科・学年等と連携し、効果的な指導法の情報
発信を行い、校内で共有・活用する。

【多様なニーズへの対応】
特別な配慮や支援を必要とする生徒等の課題を
把握し、学年等において機能的な組織づくりを推進
する。
生徒等の自立を支える校内体制づくりを行い、外
部機関との連携を適切に行う。

【多様なニーズへの対応】
外部機関との連携を図り、学校全体として、特
別な配慮や支援を必要とする生徒等個々の実態
に応じた適切な指導・支援体制構築の中核となる。
学校全体でインクルーシブ教育システムに取り
組むことの意義について、教職員相互の共通理
解を深める。

E
ＩＣＴや情報・
教育データ
の 利 活 用

教育活動におけるＩＣＴ機器
の基本的な活用方法を理解
する。

【ＩＣＴ活用】
教科指導、学級指導、校務分掌等の教育活動に
おいて、ICTの具体的な活用方法及び特性を把握し、
ICT機器を活用する。

【ＩＣＴ活用】
教科指導、学級指導、校務分掌等の教育活動に
おいて、ICTが効果的に活用できる場面を把握し、
得られた情報を適切かつ効果的に活用する。

【ＩＣＴ活用】
教科指導、学級指導、校務分掌等の教育活動にお
いて、生徒等にＩＣＴ機器を適切に活用させることが
でき、また、学校の中心となり活用を推進する。

【ＩＣＴ活用】
学校経営等様々なICT活用を推進するための具
体的な手法を把握し、ＩＣＴ活用における後進の育
成のために、様々な取組を行う中核となる。

充実・推進期 深化・中核期 発展・後進育成期

埼玉県 校長及び教員としての資質向上に関する指標

● 常に自己研鑽に努め、
主体的・自律的に学ぶ

● 教育公務員としての使命を自覚し、高い
倫理観と児童生徒への教育的愛情を持つ

● 豊かな人間性、コミュニケーション力、人権意識、幅広い教養や視野を持ち、
家庭や地域など誰とでも協働する

Ⅲ

健康相談・

保健指導

養護教諭 採用前 第 1ステージ 第２ステージ 第３ステージ 第４ステージ
養成期 基盤形成・ 協力期

＊「生徒等」とは幼児、児童、生徒のこ
とを指します。また、「校長」には園長、
「副校長」には副園長を含みます。
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記
号

栄養教諭

キャリア
ステージ

基盤形成・ 協力期 充実・推進期 深化・中核期 発展・後進育成期

教員に求められる基本
的な知識を学ぶとともに、
自ら課題を発見して解決
する姿勢を身に付ける 。

教員として必要な基本的事項について幅
広く学び、管理職や他の教職員から学びな
がら、基盤的な力を身に付ける。

自身の経験を基に、学習指導や生徒指
導等の専門性をさらに高め、チームの一
員として実践的指導力を高める。

校務分掌等において、学校の中核的な存
在としての自覚を持ち、チームとしての学校
への貢献度を高める。

これまでの教育実践を振り返り、自らの知
識や技能を発展させ後進を育成し、多面的・
多角的な視野を持ち、組織的な学校運営を推
進する。

★ 埼玉県の校長及び教員とし
て持ち続けてほしい素養

A学校運営

本県の教育振興基本計画
等や国の答申等を踏まえた
教育、学校及び教職の意義
や社会的役割・服務等を理解
するとともに、国内外の変化
に合わせて常に学び続ける
姿勢がある。
学校組織の一員として、他
者と協働して教育活動に取り
組むために必要な社会的ス
キルを身に付ける。

【学校組織マネジメント】
学年、校務分掌、委員会等について、担当業務
の責任を自覚し、管理職や同僚への報告・連絡・
相談を行いながら、自己の役割を適切に果たす。

【学校安全】
マニュアルを踏まえて危険を予測し、事故発生時
には適切に行動する。

【外部連携】
学校組織の一員として、自らの役割を認識し、家
庭・地域等との連携の意義を理解し、適切に連携・
協力する。

【学校組織マネジメント】
学校組織マネジメントの意義を理解した上で、
学年、校務分掌、委員会等の諸会議等におい
て、学校全体の運営を意識しながら、改善に向
けた提案を行う等、意欲的に取り組む。

【学校安全】
危機管理の知識や視点で、学校事故防止等
の効果的な事前指導や環境整備に努め、事故
発生時には適切に行動する。

【外部連携】
学校の強み、弱みを理解し、家庭・地域等との
連携を組織的観点から検討するとともに、効果
的な教育資源を見付け出して連携する。

【学校組織マネジメント】
学校組織マネジメントの意義を理解した上で、各

組織が有機的に機能を果たせるよう、学年、校務
分掌、委員会等の組織において、諸会議等での合
意形成を図りながら円滑に運営する。

【学校安全】
危機管理の知識や視点から、教育活動全般を

振り返り課題に気づくとともに、他の教職員と連携
しマニュアル等の見直しにも積極的に関わる。

【外部連携】
的確に学校課題を解決するために、家庭・地域等との

連携を深め、連携計画に基づき、計画の実行に取り組む。

【学校組織マネジメント】
学校組織マネジメントの意義を理解した上で、学
校経営の課題を踏まえながら、他の教職員に対し
て積極的に支援・助言を行い、学校の課題を主体
的に解決しようとする。

【学校安全】
危機管理の知識や視点を備え、経験に基づく豊
富な知識を持ち、安心で安全な教育活動を学校組
織全体で計画的に実践する。

【外部連携】
学校間の連携について幅広い視点で企画・実践
することができ、家庭・地域等の持つ教育力を活
用する等、外部との連携を深める。

B

専

門

性

を

生

か

し

た

職

務

Ⅰ

食

に

関

す

る

指

導

①
教科等にお
ける食に関
す る 指 導

食に関する指導内容や
PDCAサイクルに基づく食育
の推進について理解している。
学校給食を「生きた教材」と
する意義を理解する。
「主体的・対話的で深い学
び」の重要性を理解する。

「食に関する指導の全体計画」や学習指導要領
に基づいて、教科等で「食育の視点」を位置付けた
り、学校給食を「生きた教材」として活用した食に関
する指導を実施する。
生徒等の実態に基づき、「主体的・対話的で深い
学び」の実現に向けた食に関する指導の実践を、
学級担任等と連携して計画的に行う。

生徒等の実態を調査・把握することで課題を
整理し、その解決に係る指標や「食に関する指
導の全体計画」の作成に積極的に参画する。
教科等の目標と食に関する指導を関連させ、
学校教育活動全体で、教科等横断的な視点に
立った体系的な指導を実施する。
「食育の視点」を食育推進の評価指標として活
用し、計画の改善につなげる。

生徒等の発達の段階や家庭・地域等の実態把握も
踏まえ、カリキュラム・マネジメントの視点による「食に
関する指導の全体計画」及び指導内容を作成する。
食に関する指導の中心的役割を担い、栄養教諭
の専門性を生かした指導を実施するとともに、実
施状況と結果について、活動指標と成果指標を用
いて評価し、計画の改善につなげる。

的確な実態把握に基づき、最新の食育事情等も
踏まえた実効性のある「食に関する指導の全体計
画」及び指導内容を作成し、実施する
PDCAサイクルに基づく「学校における食育の推
進」についての総合的な評価を実施し、その成果と
課題を可視化するなど学校全体で共有するとともに、
計画の改善につなげる。
研修会等で自らの実践を発表・伝達し、学校や
関係地区における後進を育成する。

②
給食の時間に
おける食に関
す る 指 導

給食の時間における食に関
する指導は、「食に関する指
導」の中心的役割を担うもの
であることを理解する。

一連の給食指導について、マニュアル等を活用し
て全教職員の共通理解を図る。
献立に関する資料を作成し、教職員・生徒等に周
知する。

委員会活動を充実させながら、教職員と共通理
解の上、計画的・継続的な給食指導を行う。
食に関する正しい知識をもち、地域の食文化や
地場産物等について情報を収集し、データとして
整理する。

生徒等に望ましい食習慣と食に関する実践力を身
に付けさせるために、計画的・継続的な指導を行う。
様々な指導を実施した後は、学級担任等ととも
に、生徒等の行動変容を観察し、結果を共有して
その後の指導に反映させる。

給食の時間を中心としながら、総合的かつ効果的
な指導を栄養教諭の専門性を生かしつつ、学級担任
や養護教諭とも連携して行う。
研修会等で自らの実践を発表・伝達し、学校や
関係地区における後進を育成する。

③
個 別 的 な
相 談 指 導

食に関する健康課題について
理解し、個別的な相談を要する
生徒等の対応策を理解する。

食に関する健康課題のある生徒等の状況を把握
し、個別的な対応を適切に実施する。

想定される指導内容や注意点を適切に把握し、
教職員や家庭と連携しながら指導に当たるとと
もに、関係機関との連絡調整を適宜行う。

幅広く知識やスキルを習得し、組織的な対応の
中心となって、教職員の共通理解の下、学校全体
で適切に対応する。

食に関する健康課題への予防策や対応策について
校内研修や地域で積極的に発信し、関係者の課題へ
の理解と意識の向上に向けた取組を推進する。

Ⅱ

学
校
給
食
の
管
理

④
栄 養 管 理

学校給食栄養管理者・衛生
管理責任者としての役割及び
食に関する指導と学校給食
の管理を一体化して取り組む
重要性を理解する。
食物アレルギーのある生徒
等に対し、給食提供のための
業務を理解する。

学校給食摂取基準や食品構成に配慮した献立
計画を作成する。その適用に当たっては、個々の
生徒等の健康状態及び生活活動の実態並びに地
域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用する。

生徒等の実態や地域の状況に配慮するととも
に、地域の食文化や地場産物等を取り入れた
献立計画を作成する。

学校給食に関する新しい動向や研究成果を積
極的に取り入れ、特色ある学校給食の提供に生
かす。

教育委員会や関係機関等との連携を図り、地域
の学校給食の安全対策の向上を図る。
校内研修や栄養教諭等の研修会において、学
校給食の管理全般について指導・助言を行い、後
進を育成する。⑤

衛 生 管 理

日常業務におけるインシデント･アクシデントを記
録･分析し、課題改善につなげるとともに、管理者へ
の報告・連絡・相談を行い、関係者との連携を図る。

学校や調理場の状況に応じた安全管理のた
めのマニュアルを整備し、組織的な危機管理体
制の整備を進める。

安全対策上の課題を適切に把握し、予想される
事故について関係職員へ周知し、組織の中心と
なって事故防止の徹底に取り組む。

Ⅲ
連

携

⑥
食育に関する
連携・調整

食育推進のコーディネーター
的役割及び家庭・地域等の重
要性を理解する。

学校給食の今日的な役割や食に関する指導の
意義などについて、積極的に教職員や家庭へ周知
する。

自校における食育の現状や課題を把握し、教
職員や家庭への適切な情報提供を行う。
生産者や関係機関等と推進体制を整備する。

連携・調整の要として、食に関する専門性を生か
したネットワーク体制を構築し、教職員や家庭、生
産者・関係機関等との交流を積極的に行う。

自らが持つ家庭・地域等との連携の取組や学校運営参
画のポイント等について、校内の教職員や地域の栄養教
諭に指導・助言を行い、後進を育成する。

C生徒指導

生徒等一人一人の実態把
握の必要性を理解し、個性を
認める姿勢を培うとともに、そ
の置かれている背景につい
て理解を深め、適切な指導法
を身に付ける。
発達の段階における集団の
特性及び学級経営に関する
基本的な知識を身に付ける 。

【教育相談】
生徒等の理解に努めながら、教育相談の基本的
な技法を習得し、生徒等との信頼関係を築く。

【生徒等の問題行動への対応】
生徒等理解のための基本的な知識を基に、校内
組織での助言を得ながら、問題行動の事実を把握
し、早期発見・早期対応する。

【キャリア教育】
キャリア教育や進路指導の意義を理解し、生徒等
が自分らしい生き方を実現するための力を育成する。

【教育相談】
教育相談の意義や理論を理解し、基本的な技

法を活用し、公平かつ受容的・共感的な態度で

生徒等と関わり、より深い信頼関係を築く。

【生徒等の問題行動への対応】
生徒等の状況を把握し、様々な問題行動に対
してその背景や原因も考慮しながら、他の教職
員と共通理解を図り、連携して適切に指導・支
援する。

【キャリア教育】
キャリア教育や進路指導の知識を生かし、学
校の教育活動全体を通じて、生徒等が自分らし
い生き方を実現するための力を育成する。

【教育相談】
教育相談に係る校内委員会や関係機関等と連

携しながら、生徒等の理解に基づいた関わり方に

ついて、校内で積極的に指導・助言を行う。

【生徒等の問題行動への対応】
組織的観点を持ち、生徒等の問題行動の背景

や原因を多面的にとらえ、適切に解決するため学
年等で共通理解を深めながら、取組を実践する。

【キャリア教育】
地域・社会や産業界と連携し、学校の教育活動

全体でキャリア教育や進路指導を推進する。

【教育相談】
質の高い教育相談を推進するため、より深い生

徒等との関わり方について、学校全体で教職員の

意識を高め、後進を育成する。

【生徒等の問題行動への対応】
生徒等の問題行動に関する多様な事例や関係

機関との連携についての知識を持ち、校内組織で
の共通理解を深めながら、学校全体としての生徒
指導力を高める。

【キャリア教育】
地域・社会や産業界と連携し、学校や地域の教

育活動全体でキャリア教育や進路指導を推進し、
後進を育成する。

D
特別な配慮や支援
を必要とする生徒
等 へ の 対 応

特別な配慮や支援を必要と
する生徒等の特性等を理解
し、組織的に対応するために
必要となる知識や学習上・生
活上の支援方法を身に付け
る。

【多様なニーズへの対応】
特別な配慮や支援を必要とする生徒等に関す

る基本的な知識や考え方を身に付け、その特性
や教育的ニーズを踏まえ、一人一人に応じた支援
を行う。
ユニバーサルデザインの視点を意識した環境づく
りを行う。

【多様なニーズへの対応】
特別な配慮や支援を必要とする生徒等の

特性に応じた理解を深めるとともに、多様性を
認め共に成長する集団づくりに他の教職員と協
働して取り組む。
教科・学年等と連携し、効果的な指導法の情
報発信を行い、校内で共有・活用する。

【多様なニーズへの対応】
特別な配慮や支援を必要とする生徒等の課題
を把握し、学年等において機能的な組織づくりを
推進する。
生徒等の自立を支える校内体制づくりを行い、外
部機関との連携を適切に行う。

【多様なニーズへの対応】
外部機関との連携を図り、学校全体として、特別な配
慮や支援を必要とする生徒等個々の実態に応じた適
切な指導・支援体制の構築における中核となる。
学校全体でインクルーシブ教育システムに取り組む
ことの意義について、教職員相互の共通理解を深める。

E Ｉ Ｃ Ｔ や 情 報 ・
教育データの利活用

教育活動におけるＩＣＴ機器
の基本的な活用方法を理解
する。

【ＩＣＴ活用】
教科指導、学級指導、校務分掌等の教育活動に
おいて、ICTの具体的な活用方法及び特性を把握
し、ICT機器を活用する。

【ＩＣＴ活用】
教科指導、学級指導、校務分掌等の教育活動
において、ICTが効果的に活用できる場面を把握
し、得られた情報を適切かつ効果的に活用する。

【ＩＣＴ活用】
教科指導、学級指導、校務分掌等の教育活動に
おいて、生徒等にＩＣＴ機器を適切に活用させること
ができ、また、学校の中心となり活用を推進する。

【ＩＣＴ活用】
学校経営等様々なICT活用を推進するための具体的
な手法を把握し、ＩＣＴ活用における後進の育成のため
に、様々な取組を行う中核となる。

基盤形成・ 協力期 充実・推進期 深化・中核期 発展・後進育成期養成期

校 長 （ 管 理 職 ）
校長は、生徒等の豊かな学びを充実させるため、学
び続ける教職員を育成する等、様々な教育課題に対
して適切に対処するための学校組織を構築する。

副校長・教頭は、校長の補佐役として、これまでの豊
富な経験を生かして教職員への指導・支援を行う等、広
い視野で学校経営に資する専門性を発揮する。

学校
経営

【学校経営方針や重点目標の
策定・周知】

学校の実態や課題を踏まえ、教職
員の共通理解を深めながら、学校経
営方針や重点目標を策定し、学校内
外に周知する。

【学校組織マネジメントの推進】
国や県及び市町村の教育施策・制
度を理解するとともに、教職員がチー
ムとして連携し協働する理念のもとで、
学校運営への参画意識を高め、学校
組織全体の改善に取り組む。

【危機管理】
生徒等の心身の安心・安全を確保
するため、学校安全を優先し、日頃か
ら教職員の危機管理意識を高め、学
校において生じる様々な傷病・事故を
未然に防止する体制を構築する。

人材
育成

【教職員への指導】
積極的に職場内に意思疎通の機会
を設け、服務規律の徹底について指
導・管理するとともに、職責を自覚し、
絶えず自己研鑽に励み、教職員に模
範を示す。

【多様な人材を生かすマネジメント】
教職員の自発性、創造性、専門性
が発揮されるよう、学校課題等に関す
る意見交換を通じて、教職員相互の
よりよいコミュニケーションづくりを進
め、教職員の多様な適性等を生かし
た学校文化を醸成する。

【学び続ける教職員の育成】
多様なキャリアパスの在り方を踏ま
え、校内研修、授業研究等の日常的
な学びを充実させるとともに、教職員
個々のキャリアステージに応じた研修
受講を奨励し、自律的な成長をサ
ポートする。

教育
実践
・
ｶﾘｷ
ｭﾗﾑ
開発

【カリキュラム・マネジメント】
「主体的・対話的で深い学び」の実
現に向けた取組を推進するため、地
域等と連携し、創意を生かした教育課
程を編成・管理する。

【情報化・デジタル化への対応】
ICTを活用しながら、学校における
様々なデータを収集・整理・分析し、
校務のデジタル化を推進する。

【生徒等の指導・支援体制の構築】
生徒等の自己実現を支援するため、
生徒等の実情に基づいた生徒指導を
推進するとともに、生徒等一人一人の
多様なニーズに適切かつ組織的に対
応する組織体制を構築する。

外部
連携

【開かれた学校づくり】
積極的に学校の魅力情報を発信し、
家庭・地域等に説明責任を果たすとと
もに、学校評価懇話会等において、生
徒、保護者、地域との意見交換を丁寧
に行い、教育活動に対する理解を深め、
信頼関係を構築し、連携・協働する。

【先進的な教育実践の収集・活用】
交渉力を発揮し、学校外部との多様
な学びのネットワークを開拓・充実す
るとともに、自校の課題に応じて、他
校等の先進的な教育実践等を収集・
整理・分析し、学校運営に生かす。

埼玉県 校長及び教員としての資質向上に関する指標

● 教育公務員としての使命を自覚し、
高い倫理観と児童生徒への教育的愛情を持つ

● 豊かな人間性、コミュニケーション力、人権意識、幅広い教養や視野を持ち、
家庭や地域など誰とでも協働する

● 常に自己研鑽に努め、
主体的・自律的に学ぶ

栄 養 教 諭 採用前 第１ステージ 第２ステージ 第３ステージ 第４ステージ

＊「生徒等」とは幼児、児童、生徒のこと
を指します。また、「校長」には園長、「副
校長」には副園長を含みます。
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■ 埼玉県立総合教育センター 教育資料室のご案内

１ 概要 

 教育に関する図書、雑誌・新聞、県内の学校・教育機関の学習指導案綴り・記録集・研究紀要、長期研

修教員研修報告書、全国の教育センターの報告書などを収集し、貸出を行っています。 

 また、「教科書センター」として教科書を常時展示し、昭和２０年代以降の教科書を保存しています。 

昭和５０年以降のものは貸出も行っています。 

２ 場所・利用時間 

場  所：埼玉県立総合教育センター 講堂棟１階 

開室時間：午前９時から午後５時まで 

休 室 日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始、その他特に定めた日 

３ 資料の貸出 

利 用 者：県内に居住又は通勤・通学する方 

（閲覧はどなたでも可能です） 

貸出冊数：一人５冊（必要に応じて追加できます） 

期  間：３週間以内 

郵送貸出：県内の公立教育関係機関向けに教育資料室の所蔵資料を郵送（ゆうパック着払い）で貸出する

こともできます。詳しくはウェブサイトの案内ページをご確認ください。 

４ 資料の返却 

窓口に直接返却できない場合は、以下の方法でも返却できます。 

（１）講堂棟外のブックポスト：夜間、休室日にご利用ください

（２）最寄りの公立図書館など：借りた資料を梱包し、所定の用紙を貼付して窓口にお出しください。

（用紙は貸出時にお渡しします。また、ウェブサイトからもダウンロードできます。）

（３）郵送：送料はご負担ください。

５ 資料の取り寄せ 

 教育資料室の資料を、県内の最寄りの公立図書館などに取り寄せて利用できます。また、高校の教職員

は自校の図書館にも取り寄せられます。詳しくはご利用になる図書館にお問い合わせください。 

６ レファレンス 

教育に関する文献調査・照会にお答えします。来室のほか、電話・ＦＡＸでも承ります。 
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７ ウェブサービス 

 総合教育センターウェブサイト内に「教育資料室のページ」があります。 

「教育資料室のページ」では以下のデータベースをご案内しています。 

（１）蔵書検索システム

 教育資料室の所蔵資料をインターネット上で検索で

きるシステムです。新着図書リストも掲載しています。 

◆検索時のポイント

・「フリーワード」はすべての項目を対象とするため少

し時間がかかります。 

・検索画面で「資料区分」を絞ると早く結果が出ます。 

※資料区分のうち、「教育資料」は各学校・機関の研究

紀要や報告書等です。

（２）学習指導案検索サービス

教育資料に掲載されている学習指導案が検索できる

システムです。校種・教科・学年などを選択した検索や

単元名による検索ができます。 

・現在、約６，０００件のデータが入力されています。 

・検索一覧から詳細画面に進むと、学習指導案が掲載

されている資料の情報が確認できます。

（３）埼玉県教育関係雑誌記事・新聞記事一覧

 教育資料室で所蔵している教育専門雑誌（約１００誌）や教育新聞（２紙）の中から埼玉県内教育関係

者などが執筆等をした論文や記事のタイトルを掲載しています。 

データベースで見つかった図書や雑誌は、以下の方法でご利用ください。 

・直接来室する。

・最寄りの公立図書館等に取り寄せる。

・高校図書館に取り寄せる（高校の教職員のみ）。

８ お問い合わせ 

〒３６１－００２１ 埼玉県行田市富士見町２－２４ 県立総合教育センター教育資料室 

電話：０４８－５５６－３４８７（直通） ＦＡＸ：０４８－５５６－３３９６（代表） 

埼玉県マスコット「コバトン」 
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 ■           問合せ先・担当一覧              

 

県立総合教育センター   〒361-0021 行田市富士見町２－２４            

                      （代表）ＴＥＬ ０４８－５５６－６１６４ 

                                                    ＦＡＸ ０４８－５５６－３３９６ 

■ 企画調整担当                                    ＴＥＬ ０４８－５５６－３３１９ 

 （管理職研修等、生涯学習に関する問合せ）          p7412211@pref.saitama.lg.jp 

■ 教職員研修担当 

 （小・中学校、義務教育学校等の研修等）      ＴＥＬ ０４８－５５６－３４１９ 

                               p7412219@pref.saitama.lg.jp 

 （高等学校等の研修等）              ＴＥＬ ０４８－５５６－３３４８ 

                               p7412212@pref.saitama.lg.jp 

■ 指導相談担当                  ＴＥＬ ０４８－５５６－３３５４ 

 （生徒指導・教育相談に関する研修等）            p7412213@pref.saitama.lg.jp 

■ 特別支援教育担当                ＴＥＬ ０４８－５５６－３３７０ 

 （特別支援教育に関する研修等）               p7412215@pref.saitama.lg.jp 

■ 教育ＤＸ担当                  ＴＥＬ ０４８－５５６－３３４５ 

 （学校におけるデジタル化推進に関する問合せ等）            p741221i@pref.saitama.lg.jp 

■ 教育資料担当                  ＴＥＬ ０４８－５５６－３４８７ 

                               p7412217@pref.saitama.lg.jp 

江南支所          〒360-0113 熊谷市御正新田１３５５－１ 

■ 農業教育・環境教育推進担当           ＴＥＬ ０４８－５３６－１５８６ 

                          ＦＡＸ ０４８－５３６－１７１０ 

                               k361586@pref.saitama.lg.jp 

 

 ■               施設配置図                
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   ■     ア ク セ ス ＆ マ ッ プ                    
 
  
 県立総合教育センター（行田本所） 

    
  〒361-0021 行田市富士見町２－２４       

 

■ 秩父鉄道 東行田駅 徒歩約１０分 

 

■ ＪＲ高崎線 吹上駅（北口） 朝日バス 

   「総合教育センター」行     約２３分 【終点】下車 

   「行田折返し場」「工業団地」行 約２２分 【長野１丁目】下車 徒歩４分 

 

 

 

  

  
 県立総合教育センター江南支所                       

   

   〒360-0113 熊谷市御正新田1355-1         
 
 ■ ＪＲ高崎線・秩父鉄道 熊谷駅（北口） 

    国際十王バス 

    「県立循環器・呼吸器病センター」行 

    「小川町駅」行 約２０分 

 

 ■ 東武東上線・ＪＲ八高線 小川町駅 

    国際十王バス 

    「熊谷駅」行 約３５分 

＊ いずれも 

  【農業教育センター】下車（徒歩８分） 

 

 

 

※ 研修受講者は、交通事故の未然防止及び近隣住民への配慮のため、公共交通機関を利用し、

やむを得ない事情がある場合を除き、自家用車での来所は御遠慮ください。 

※ 各市の条例により路上喫煙は禁止されています。なお、灰皿が設置されている店舗等におい

ても同様となります。 

御正新田東 

バス停  
農業教育センター●  

        ● 

県道 128 号線 
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■ 研究報告書の御案内
令和４年度 研究報告書 主題一覧

第 426号 GIGAスクール構想における１人１台／BYOD環境を活かした ICTの活用に関する調査研究（最終報告） 

【教職員研修担当】 
 ＧＩＧＡスクール構想における 1人１台及びＢＹＯＤの環境を活かしたＩＣＴの効果的な活用に関する実践及び

研究を行う。その中で、各教科のねらいに迫る効果的な活用を視野に入れて調査研究を進め、授業改善と児童生徒の

資質・能力の育成につなげる。 

第 427号 特別支援教育における ICT機器の効果的な活用に関する調査研究（最終報告） 

【特別支援教育担当】 

 学習指導要領では、通常の学級における特別な配慮を必要とする児童生徒への支援の在り方が明記され、ICT機器

の活用を含めた特別支援教育の一層の充実が求められている。 

 本研究では、通常の学級の教員が、ICT機器を活用しながら、児童生徒の教育的ニーズに対し背景要因を踏まえ

て、支援することのできる「彩の国 みんなのみかた プログラム」を開発し、改良、完成させた。このプログラムに

より、教員の資質向上と共に、児童生徒の潜在的な能力を伸ばすことを目的としている。本研究では授業実践を小・

中・高・特別支援学校で実施し、プログラムと関連付けてまとめている。 

 完成したプログラムを情報発信し、より多くの教員の手に届くことで教員や児童生徒の『味方』になることを目指

している。 

第 428号 児童生徒のインターネットゲーム障害の予防や早期発見のための研修及び教材の開発（最終報告） 

【指導相談担当】 

 インターネットは依存性が強く、依存は児童生徒の健康において大きな問題となっている。インターネットゲーム

に焦点化すれば、その内容や利用方法等が幅広いために児童生徒にとっては魅力的であり、依存しやすいことが考え

られる。今後、インターネットゲーム障害を有する児童生徒が増加することや、課金等のトラブルに児童生徒が巻き

込まれたりすることが予想される中、その対策は喫緊の課題である。 

 本調査研究から得られた調査内容をもとに、インターネットゲーム障害の予防や早期発見のためのｅ－ラーニング

システムを用いた教員対象の研修プログラムの研究開発を行い、教員の指導力を高めることを目指す。 

第 429号 特別支援学校生徒に対する農業分野への就労支援に関する調査研究（最終報告） 

  【農業教育・環境教育推進担当】 

 障害者の農業分野での活躍を通じて農業の発展や社会参画を実現する「農福連携」の取組が各地で盛んになって

いる。本研究では、特別支援学校で行われている作業学習（農業分野）に対して、就労支援の視点を踏まえたプログ

ラムを作成して活用する。学習内容の充実や生徒の就労意識向上を図り、また農業関連企業・法人との連携を促す 

ことで、農福連携に貢献する。 

第 430号 「校務効率化」を実現する校内組織マネジメントの向上（中間報告） 

    【企画調整担当】 

 学校における働き方改革基本方針に示されている「時間外在校時間月４０時間以内、年３６０時間以内の教員数の

割合を令和６年度末までに１００％に」という目標達成に向け、校務効率化を図り教職員の負担軽減を目指すことを

目的とする。 

※ 『研究報告書』はホームページ https://www.center.spec.ed.jp/cyousakenkyu からダウンロードできます。
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県立総合教育センターのホームページでは、 

授業サポート、教員研修、教材教具 など、 

さまざまな教育情報を提供しています。 

https://www.center.spec.ed.jp/ 

埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

令和５年度 研修案内 

令和５年４月５日 発行 

埼玉県立総合教育センター 
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